
【参考２】国の動きと都における主な取組
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 女性活躍・男女共同参画を推進するための「人材の育成」を横串に据え、以下の４つ
の柱に沿って、持続的で広がりのある取組を推進

企業等における女性活躍の一層の推進

 プライム市場上場企業の女性役員に係る「2030年までに30％以上／2025年までに19％」「2025年まで
に女性役員ゼロ企業を０%」との目標達成に向けて、取組が進んでいない企業に対する支援強化が必要

⇒  女性人材の採用・育成・登用の強化、経営層・管理職など女性登用を推進する人材の意識醸成が鍵

 地域における取組を推進し、全国各地における女性活躍・男女共同参画の促進が必要

⇒  地域の取組の担い手の育成・専門性の向上や、リーダー層の意識醸成が鍵

女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進

 配偶者暴力や性犯罪・性暴力への対策の強化、女性のライフステージごとの健康課題への対応など、
個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現に向けた取組の強化が必要

⇒  現場における女性の参画拡大、相談支援体制の強化が鍵

個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現

女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化

 あらゆる分野の政策・事業の計画等において男女別の影響やニーズの違いを踏まえることが必要

⇒  あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画が鍵

(資料)内閣府「女性版骨太の方針2024」を基に作成

参考２－１．女性版骨太の方針2024の概要
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Ⅰ企業等における女性活躍の一層の推進

(1)企業における女性の採用・育成・登用の強化
各企業の行動計画策定の促進、女性人材のパイプライン構築、企業における理解の浸透、積極的に取り組む企業を支援

(2)科学技術・学術分野における女性活躍の推進
理工系分野を目指す女性生徒等の育成、魅力を発信する機会の増加、プログラミングに関する教育の充実

(3)女性起業家の支援
課題を抱える女性起業家を支援

Ⅱ女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進

(1)所得向上、リスキリングの推進
「L字カーブ」の解消、正規雇用の女性の就業継続、正社員転換、就労に直結するデジタルスキルの習得支援、デジタル分野への就労支援
を推進、男女間賃金差異の公表・分析、男女間賃金格差の大きい業界に着目した取組、「年収の壁」を意識せずに働く

(2)仕事と育児・介護の両立の支援
柔軟な働き方の推進、男性の育児休業取得の促進、男女問わず育児・介護とキャリア形成との両立、女性への育児負担の偏りを解消

(3)仕事と健康課題の両立の支援
女性のライフステージごとの健康課題に起因する望まない離職等を防ぐ

(4)地域における女性活躍・男女共同参画の推進
地域の企業における女性活躍を推進、その担い手を育成、地方公共団体における取組の推進の鍵となる地域リーダーの意識醸成・育成、
固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消

Ⅲ 個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現

(1)男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進
能登半島地震における災害対応を検証し今後の対応に活用、防災の現場等における女性の参画拡大、リーダー層の意識醸成、国民への啓発

(2)配偶者等からの暴力や性犯罪・性暴力への対策の強化
配偶者等からの暴力の防止、被害者の保護及び支援、相談体制の整備及び周知等の一層の強化、性犯罪・性暴力の根絶のための取組や被害者
支援を強化

(3)困難な問題を抱える女性への支援
困難な問題を抱える女性一人ひとりのニーズに応じて包括的な支援を実施

(4)生涯にわたる健康への支援

Ⅳ 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化

(1)男女共同参画の視点に立った政府計画の策定等の推進

(2)政治・行政分野における男女共同参画の推進

参考２－１．女性版骨太の方針2024の概要
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 大企業を中心に、男女間賃金格差の大きい産業等（※）の実態を把握し課題を整理
した上で、 男女間賃金格差の解消に向けた職場環境の変革、女性活躍の一層の推進
に向けた対応策について検討

※ ①金融業・保険業、②食品製造業、③小売業、④電機・精密業、⑤航空運輸業について分析、議論

概ね産業共通に見られた課題

 男女間で勤続年数の差がある
⇒  仕事と家庭の両立がしにくい勤務状況（長時間労働等）による出産・育児等での離職、キャリアの中断

 男女の管理職登用に差がある
⇒  女性の勤続年数が短い、ロールモデルがいない・少ない

 管理職、本人等の意識・職場の風土の問題
⇒  「○職は男性」「□職は女性」等のアンコンシャスバイアス

各業界における男女間賃金格差の解消に向けたアクションプラン策定

 今回分析した５産業について、課題の整理を引き続き深めつつ、男女間賃金格差解消に向けたアクショ
ンプランを、業界において、令和６年内に策定に着手し、できるだけ早期に公表することを要請

• 業界としての課題を踏まえ、女性活躍に関する目標を設定するとともに、定期的に実態を確認し、必要
に応じてアクションプランを見直すといったPDCAの実施

• 傘下企業に対し、女性活躍に関する状況把握の基礎４項目（女性採用者割合、男女の平均継続勤務年数、
女性管理職割合、労働者の平均残業時間数）の情報開示と賃金格差要因分析のツールを活用した自主点
検を促すとともに、これらの取組について女性の活躍推進企業データベースを活用するよう促す

 この他の産業については、上記５産業におけるアクションプランの検討も参考にしつつ、並行して検討
を深める

(資料)厚生労働省「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム（中間とりまとめ）」を基に作成

参考２－２．女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム中間とりまとめ概要
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４-７．女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム 中間とりまとめ概要②

アクションプランを支えるための政策的対応の方向性

 アクションプランの効果的な策定と実施を促すため、以下のとおり必要な支援を実施

課題 政策的対応の方向性

①男女間賃金格差の「見える化」の
促進等

• 女性管理職割合及び女性の平均勤続年数の一覧性（ランキング表
示）を強化し、解像度を向上

• 女活DBへの登録社数の増加に向けた取組の強化

• 白書等において男女間賃金格差の分析を深化 等

②自社の分析や女性登用等の対策を
実施する企業への支援

• 賃金格差要因分析のツールの作成・活用促進

• 中小企業に対するコンサルティング等の相談支援 等

③継続就業等に向けた仕事と家庭の
両立支援

• 改正育児・介護休業法等の着実な施行 等

④非正規雇用労働者の処遇改善等の
支援

• 正規・非正規雇用間の賃金差とその理由、キャリアアップに向け
た取組（正社員転換等）の状況の点検・分析を促進

• 労働基準監督署等における同一労働同一賃金の更なる徹底、「多
様な正社員」制度の普及と正社員化の一体的推進

• 非正規雇用労働者に対するリ・スキリング支援

• 「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進、短時間労働者へ
の被用者保険の適用拡大に向けた取組 等

⑤女性の少ない分野への対策を含む
社会全体での女性の活躍の後押し

• 好事例やロールモデルの紹介等を通じた企業・大学・学術団体等
による理工系女性人材の育成の促進

• アンコンシャスバイアスを払拭すべく、重点的な広報と企業の意
識と理解の促進を図る戦略的な周知啓発の展開 等

参考２－２．女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム中間とりまとめ概要
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４-８．雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書（素案）の概要

(資料)厚生労働省「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」

参考２－３．雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書の概要
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登録企業のうち、テクノロジーを活用した生産性の
高い働き方を実現している企業を表彰

Ⅰ.  生活の充実を前提としたサステナブルな働き方の実現

１ 長時間労働を削減する「未来の働き方」モデルの創出

 東京の未来の働き方推進事業
新たな働き方を推進する企業の登録制度やテクノロジーを
活用した先進的な企業への表彰制度を創設し、未来の働き方を推進

2.0億円 新 規

２ ライフイベントへの配慮など職場環境の魅力の強化

 中小企業の従業員処遇改善応援事業
中小企業の賃上げに向けた手法の解説や専門家派遣、好事例紹介等を実施

 エンゲージメント向上に向けた職場環境づくり推進事業
従業員のライフステージの支援や賃上げなどに取り組む
中小企業への奨励金について、メニューを追加し規模を拡充

 働く女性のウェルネス向上事業
女性の健康課題に対応するため、フェムテック製品等の
導入による福利厚生制度の整備・拡充等を後押し

★１

３ 男性の家事育児参画等による女性の無償ケアワークの削減

 育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進事業
育児・介護と仕事の両立支援を契機としたテレワーク導入を
促進するため、テレワーク環境の構築や就業規則の見直し等に係る経費を助成

 男性育業推進リーダー事業
男性の育業経験者を「男性育業推進リーダー」として設置するとともに、
育業への意識・取組を社内や連携企業等へ波及させる企業を奨励

 働くパパママ育業応援事業
育業を支える同僚への応援手当の支給など、
従業員の育業を後押しする企業に対する奨励金を拡充

 働きやすい職場環境づくり推進事業
企業の家庭と仕事の両立に向けた職場づくりに対する奨励金について、
子連れ出勤など奨励対象を拡充

16.2億円
（＋2.6億円）

拡 充

★１ 東京の未来の働き方推進事業

23.4億円
（＋3.7億円）

拡 充

0.6億円
（＋0.1億円）

拡 充

0.1億円 新 規

4.5億円 新 規

1.1億円 新 規

中小企業等に対し、多様な働き方やデジタルを活用した
働き方改革に関するフォーラムを開催

★２

5.6億円 拡 充

フォーラムの開催

表彰制度 「Tokyo Future Work Award」

情報提供・
意識啓発

経営者・男性
従業員への普
及啓発・意識
改革を図る

男性育業促進
に向けた

普及啓発事業

制度整備
経費助成・
取組促進

事例発信・
更なる広がり

★2  男性育業促進の全体像

育業しやすい
職場環境の制
度整備を図る

男性育業の
取組の波及を

図る

好事例発信・
男性育業の
更なる促進

働きやすい職
場環境づくり

推進事業

働くパパママ
育業応援事業 男性育業促進

に向けた
普及啓発事業男性育業推進

リーダー事業

「残業の少ない働き方」や「本人が望まない転勤のな
い働き方」のほか、「兼業・副業」など柔軟な働き方
に取り組む企業を登録し、宣言マークを付与

登録企業や柔軟な働き方を目指す企業に専門家を派遣

専門家派遣

登録制度 「東京サステナブルワーク企業」

参考２－４．令和６年度東京都予算の概要（女性の活躍に関連する内容）
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Ⅱ.  誰もが自分の将来をデザインできる社会の実現

１ いわゆる「年収の壁」の正確な理解の徹底

 ライフ・キャリアのオーナーシップ発揮支援事業
働き方や生き方に関わる社会保障制度等を正確に理解し、自分事として今後の
キャリアや人生を考えるきっかけにしてもらうための動画コンテンツを制作

 ライフ・キャリアプランシミュレーションの構築
働き方に応じて変化する収入額や将来への影響を可視化・自分事化
するためのシミュレーションツールを構築

 雇用関連諸制度に関する課題解決促進事業
いわゆる「年収の壁」の正確な理解促進に向けた個別相談
等のほか、配偶者手当等の見直しを行った企業へ奨励金を支給

２ 女性のキャリアチェンジやキャリアアップを支援

 女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進事業
働く女性が活躍できる職場づくりに取り組む企業に
奨励金を支給し、従業員の処遇改善等への対応を促進

 女性ＩＴエンジニア育成事業
非正規雇用で働く女性等がプログラミング等を学び、ＩＴエンジニア
として再就職ができるよう、スキル習得支援と就職支援を一体的に実施

 女性向け委託訓練
女性の再就職を支援するため、訓練時間が短い職業訓練等や、
オフィスソフト等の基礎的なスキルを身に付けられる職業訓練を提供

★１

３ あらゆる女性への支援に向けた分野横断的な連携強化

 働く女性への総合サポート事業
新たに働く女性の総合相談窓口を設置し、東京ウィメンズプラザや
ひとり親などを支援する機関等と連携した支援体制を構築

 非正規・ひとり親・困難を抱える女性等向け就業自立支援
ひとり親等の経済的困難を抱える女性にアウトリーチでアプローチし、
就職相談会やセミナー等を通じて、東京しごとセンターの就労支援につなげる

★２

★２女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進事業

インフルエンサーの登用やSNSなど
ターゲットに即した広告媒体を用いて発信

ターゲット毎にストーリー性のある動画コンテンツを制作
ex. 社会保険料負担と将来のリターンの明確化

将来への視野を広げた働き方の気付きを与える内容 等

動画制作

情報発信

3.4億円 新 規

3.7億円
（＋3.5億円）

拡 充

0.8億円 新 規

3.7億円 新 規

2.9億円 新 規

4.0億円
（＋2.5億円）

拡 充

セミナー

奨励金制度、
好事例紹介等

専門家派遣

男女賃金格
差の解消

等、
個別具体的
な相談対応

取組実施※

女性活躍に
向けた取組

男女間賃金格
差等の公表

奨
励
金
支
給

※ 主な取組内容（以下の取組を新たに１つ以上実施）
3.9億円 新 規

0.4億円 新 規

・短時間労働者の役職の新設

・社会保険対象者の増加

・退職金制度の導入

・役職手当の支給対象の女性従業員の増加

・女性管理職の増加

★１ライフ・キャリアのオーナーシップ発揮支援事業
ライフ・キャリアプランシミュレーションの構築

★１

若年層（Ｚ世代）、女性パートタイマー層、プレシニア層

ターゲット

働き方を変えたパターン入力により、
自身の収入への影響額を比較表示（簡易版・詳細版）

シミュレーション

参考２－４．令和６年度東京都予算の概要（女性の活躍に関連する内容）
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Ⅲ.  女性が個性や力を最大限発揮できる社会の実現

１ 組織風土と意識改革を促すムーブメントの醸成

 企業における女性管理職等の活躍促進事業

・ 女性活躍の気運醸成に向け、女性の管理職登用を進める

企業や経済団体等と連携したイベントを開催

・ 女性活躍推進企業等とのネットワークを構築し、女性リーダーの育成に

向けた勉強会や企業同士の交流会等を実施

２ 女性が気軽にキャリア等の相談をできる場や機会の創出

 働く女性への総合サポート事業 （再掲）

経営者や管理職等、女性一人ひとりの状況にあった支援を行う

拠点を開設し、女性の働き方や活躍の基盤づくりを後押し

 企業における女性管理職等の活躍促進事業（再掲）

女性活躍等を推進する企業等間のネットワークを構築し、

参画企業横断での女性リーダーの育成等とともに女性活躍の裾野を拡大

★２

３ 女性の処遇改善や登用に積極的な企業の後押し

 女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進事業（再掲）

働く女性が活躍できる職場づくりに取り組む企業に奨励金を支給し、

従業員の処遇改善等への対応を促進

 企業における女性管理職等の活躍促進事業（再掲）

中小企業が自社の女性活躍の推進状況を分析し、

可視化できる診断ツールをオンライン上で提供

 女性従業員のキャリアアップ応援事業
働く女性のキャリアステップ応援塾や女性管理職の

スキルアップ講座の開催規模を拡大

★2 働く女性への総合サポート事業

★１組織風土と意識改革を促すムーブメントの醸成★１

ネットワークを活用した
女性活躍の推進

女性活躍
賛同企業

経済団体・
関係団体

東京都

気運醸成イベント

女性活躍賛同企業による共同宣言や
来場企業等との交流会、ミニセミナー等を実施

・参画企業横断によるリーダー育成
・裾野拡大・ネットワークの強化
・参画企業等による出張授業

2.6億円
（＋1.6億円）

拡 充

3.9億円 新 規

3.7億円 新 規

3.4億円
（＋0.5億円）

拡 充

✔働く女性の総合相談窓口
・労働相談（労使問題・ハラスメント等）

・働き方、キャリアアップ等に関する相談

・社外メンターや専門相談員による助言

✔女性活躍等に関するセミナー
仕事と家庭の両立やキャリア形成等に関する

労働セミナーの開催

✔関係機関と連携した支援体制
東京ウィメンズプラザやひとり親などを支援する

機関等との連携を強化

2.6億円
（＋1.6億円）

拡 充

2.6億円
（＋1.6億円）

拡 充

参考２－４．令和６年度東京都予算の概要（女性の活躍に関連する内容）

96



◎ 令和６年６月提案要求内容
※ 「女性の活躍を推進する雇用就業施策等の充実」に関する内容を抜粋

 女性活躍に向けた取組を行う企業に対する支援、行動計画の策定支援の強化

 子育て等により離職した女性の再就職支援

 男女の賃金に差異があることから、その解消に向けた施策の実施

職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策

 配偶者手当等の支給要件の見直し等について、企業へ働きかけるとともに、
自主的な取組の支援

 「年収の壁」について、普及啓発による正確な理解の促進

 被用者保険の適用要件の見直しに係る検討の推進

 働き方に中立な社会保障制度の実現に向けた検討の推進

いわゆる「年収の壁」等への対応

参考２－５．国への施策・予算に対する都の提案要求の概要
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